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組合長あいさつ          
代表理事組合長 

三 本 修 平 

 

組合員の皆様 平素は大辺路森林組合の運営にご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し

上げます。 

 当組合は組合員皆様の山を守り、地域の森林整備と素材生産である立木の伐採、搬

出、販売に取り組んでおります。 

 平成 14 年 4 月にすさみ町森林組合・日置川町森林組合が合併し、大辺路森林組合が

誕生しました。来年 4 月にお陰様で 20 年を迎えることになります。皆様の山のスギ・

ヒノキも、戦後植林されてから 50 年以上経過し間伐や皆伐が必要な時期を迎えており

ます。 

そこで、この度組合員の皆様に森林組合の仕事内容を知っていただき、気軽にご相

談ご用命いただこうと「大辺路森林組合だより」をお送りすることと致しました。 

 当組合は、既に世代交代で親から山を承継された方、将来承継予定の方に林業全般

からご自身の山の施業（手入れ）管理について、安心してご相談いただける窓口とな

ります。 

 国、県、市町村のご指導の下、持続可能な林業（SDGs）を目指す当森林組合へぜひ

お立ち寄り下さい。 

 

 

          

 

 

新役員紹介 

              （任期令和 3 年 7 月 3 日から令和 6 年通常総代会終了まで） 

代表理事組合長    三本修平         理事      多屋平治  

代表理事副組合長  河野磯次         理事      増田平八郎                  

専務理事        田中和男         理事      矢倉甚兵衞 

理事           上田順太         理事      安田延男 

理事           上野征生              

理事           上野正友         代表監事  大谷  登 

理事           榎本長治         監事     市村  正 

                              監事     小山  康 

業務執行体制の強化のため「販売事業等に関し実践的な能力を有する理事」として、又常勤理事として田中和男を選任した。 



 

◎ 森林経営管理法 

  森林経営法が平成 31 年 4 月に施行され、森林所有者の森林管理の責務や市町

村の役割が定められました。 

 

 〇背景近年異常気象による災害が多発する一方で、多くの森林所有者が林業経

営の意欲を持てず、森林の適切な管理が進まない状況がある。 

 □森林の適切な管理とは、森林の状況に応じて、造林・保育・間伐・伐採など

を行うこと。 

 ■市町村の役割とは、自然的条件が悪く、採算ベースに乗らない森林について

市町村自らが管理を行うことで、その原資は森林環境税、森林環境譲与税が充

てられます。 

 ●森林組合の役割とは森林所有者の大部分は森林組合の組合員です。組合は町

から依頼されると、「意欲と能力のある林業経営者」との立場から森林整備を

行います。 

◎ 森林環境保全整備事業と森林経営計画書について 

森林整備を行うと造林補助金の対象となりますが、事前に森林経営計画の作成

が必要です。大辺路森林組合は属人森林経営計画を立てています。組合員の皆様

であればこの計画を利用していただくことができます。すでに、計画書に記載さ 
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れている森林もありますが随時追加・変更できます。組合にご相談いただきた

くお願いします。 

 〇補助金対象事業 

  ・植栽（獣害ネット含む）、下刈り、除伐、間伐、搬出間伐、作業道開設 

 〇補助金対象外の事業 

・皆伐事業、一般事業（家裏伐採や支障木の伐採）、購買事業（林業用刃物、 

木工品、薪等） 

組合員のみなさまにお願い 

 出資金の名義変更について 

  令和 3 年 3 月現在で相続等により出資証券の名義変更が出来ていない方が多

数おられます。出来る限り早めの相続・贈与の手続きをお願いします。 

  売買等で、森林を所有しなくなったり組合を利用されなくなった方につきま

しては、脱退の手続きをお願いします。 

  ※ 組合員本人様が亡くなられて、法定相続人が相続される場合 

    ・相続加入申込書 ・戸籍謄本（コピー可）・出資証券 

    ・法定相続人の同意書（又は遺産分割協定書 コピー可） 

  ※ 組合員本人様の意思で家族に贈与される場合 

・持分譲渡承認届   ・出資証券 

※ 組合員本人様が脱退する場合 

・脱退届       ・出資証券 

※ 組合員本人様が亡くなられていて法定相続人の同意で脱退する場合 

・資格喪失届 ・相続人の口座振込  ・出資証券 

 ・戸籍謄本（コピー可） ・法定相続人の同意書    

☆ 様式はホームページで取り出せます 

(当組合ホームページは令和 4 年新春スタート予定) 

職員の紹介 

  専務理事 田中和男 ・・・組合の運営経営管理全般を担当します 

主任 井上敦行 ・・・林業経営、治山事業等の請負事業を主に担当します 

  経理係長 森  啓 ・・・経理事務を主に担当します   

  職員 鈴木竜司 ・・・補助事業、後継者育成、組合運営等を主に担当します 

職員 𠮷田栄太郎 ・・・補助事業、森林経営計画等を主に担当します 

  職員 浜口美和子 ・・・補助事業、経理事務等の補佐を主に担当します 


